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Ⅰ  はじめに

井戸水や湧水は、有害物質の地下浸透や井戸等の管理が不十分なこ

とにより、汚染されるおそれがあります。清潔で安全な水は、私たち

の生活に欠くことができないものです。  

飲用井戸の衛生確保は、設置者自らが実施していただくことになり

ますので、次のような点に気をつけて、適正な管理に努めてください。  

 

Ⅱ  井戸を衛生的に管理してください。  

（１）井戸やその周辺は、みだりに人や動物が入らないようにしましょ

う。  

（２）井戸やその周辺の点検を行い、井戸の周囲の清潔保持に努めまし

ょう。  

（３）井戸を新たに設置した時は、水道法の水質基準全項目（５１項目）

の水質検査を行い、安全を確認してから飲用しましょう。なお、

酸素消毒を実施していない場合等は、消毒副生成物と臭気物質を

省略することができます。  

 

Ⅲ  水質検査を実施してください。  

（１）いつもの水の色、濁りや味、におい等に注意しましょう。  

（２）定期の検査について  

定期的に（年 1 回以上）に水質検査を受けましょう。  

定期の検査項目  
一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオ

ン、中期物、ｐ H 値、味、臭気、色度、濁度  

その他の検査項目  

地域の特性や周辺地下水の状況等からトリクロロエチレン、テ

トラクロロエチレン等に代表される有機溶剤や、ヒ素などの検

査を追加してください。  

（３）臨時の検査について  

異常があれば、飲用を中止し、必要な水質検査を行い、安全を確

認しましょう。  

 

 ※水質検査は、水道法に基づく大臣登録検査機関や建築物衛生法に基

づく登録水質検査機関で受けられます。  
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流山市健康福祉部健康増進課（流山市保健センター）（以下「保健

センター」という。）では検査機関を案内しておりますのでご相談

ください。  

 

Ⅳ  井戸に関する相談は、保健センターへ  

（１）飲用井戸に関するご相談は、保健センターでお受けしています。

井戸水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときや、水

質検査の結果、水道法の水質基準を超える汚染が判明したときは、

ただちに相談してください。  

 

Ⅴ  注意事項  

（１）水道の給水区域にお住まいの場合、飲用水は水道水を利用してく

ださい。  

（２）流山市上下水道局等の水道事業者は、定期的に水質検査を行い水

質基準に適合した安全な水道水を皆様のご家庭にお送りしていま

す。  

 

Ⅵ  お問合わせ先  

流山市西初石４丁目１４３３番地の１  

流山市健康福祉部健康増進課（流山市保健センター）  

電話  ０４－７１５４－０３３１  
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主な水質基準項目の説明  

 

項目  基準  解説  主な対策  

一般細菌  100 集落数  

/ml 以下  

水の一般的清浄度を示す指標で
す。清浄な水には少なく、汚れて
いる水程多い傾向にあります。こ
れが著しく送化した場合には、病
原生物に汚染されている疑いが
あります。一般には、塩素消毒に
よりほとんどの菌が死滅します。  

塩素消毒煮沸  

大腸菌  検出されない  

こと  

人や動物の腸管内に存在し、検出
された場合は、病原生物や糞便に
汚染されている疑いがあります。
塩素消毒によりほとんどの菌が
死滅します。下痢や腸炎を起こす
ことがあります。  

塩素消毒煮沸  

硝酸態窒素  

及び亜硝酸  

態窒素  

10mg/l 
以下  

窒素肥料、生活排水、腐敗した動
植物などに含まれる塩素化合物
が水や土の中で変化してこの物
質となります。多量に摂取する
と、乳幼児にメトヘモグロビン血
症（体への酸素の供給が少なくな
り、皮膚や粘膜が暗青紫になるチ
アノーゼ症。重症になると呼吸困
難）を起こすことがあります。  

水源の変更  

イオン交換  

逆浸透  

有機物  

（全有機炭素  

（ TOC）の量）  

3mg / l 以下  水中に存在する有機物の炭素の
総量のことで、水中の有機物を推
定する指標として用いられます。
土壌に起因するほか、し尿、下水、
工場排水などの混入によっても
増加します。数値が高いと、渋み
をつけることがあります。  

水源の変更  

生物処理  

オゾン層処理  

ｐ H 値  5 .8 以上  

8 .6 以下  

水の酸性やアルカリ性の程度を
示す指標で、中性はｐ H７で数値
が大きくなるほどアルカリ性が
強くなり、小さくなるほど酸性が
強くなります。水道施設の腐食等
を防止する観点から、水質基準が
定められています。ｐＨが低い場
合は管が錆びやすくなります。  

藻類の除去  

アルカリ剤、
酸性剤  

エアレーショ
ン  

味  異常でない  

こと  

水の味は、地質などの影響により
水に溶存する物質の種類や濃度
によって感じ方が変わります。ま
た、海水や排水の混入、配管の腐
食等に起因することもあります。  

活性炭  

臭気  異常でない  

こと  

水の臭気は、地質の影響や藻類な
どの生物の繁殖、工場排水、下水
の混入などのほか、配管の内面塗
装材などに起因することもあり
ます。  

活性炭  

色度  5 度以下  水についている色の程度を示す
もので、基準値の範囲内であれば
無色な水といえます。濁りの原因
は主に、フミン質と呼ばれる植物
等が微生物により分解された有

凝集沈殿ろ過  

活性炭  
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機高分子化合物や、鉄マンガン等
金属類です。  

 金属等によって水に色がつく
例：  

赤い水 -配管の錆や鉄分が多い。  

黒い水 -地下水にマンガンが多
い。  

白い水 -小さな空気の泡、配管か
らの亜鉛の溶出。  

青い水 -配管から銅の溶出。   

 

 

 

濁度  2 度以下  水の濁りの程度を示すもので、基
準値の範囲内であれば濁りのな
い透明な水といえます。濁りの原
因は、主に、配管内の錆や堆積物
が流出した微粒子で粘土製物質、
鉄さび、有機物質などです。  

凝集沈殿ろ過  

活性炭  

中空糸膜  

ヒ素及び  

その化合物  

0 .01mg / l  

以下  

自然水中のヒ素は地質に由来し
ていますが、鉱山廃水、工場排水、
温泉等から混入することがあり
ます。皮膚の角化、末梢神経症な
どを起こすことがあります。  

 

水源の変更  

凝集沈殿ろ過  

イオン交換、
逆浸透  

テトラクロロ  

エチレン  

0 .01mg / l  

以下  

化学合成原料、溶剤、金属の脱資
材、塗料、ドライクリーニングな
どに使用され、地下水汚染物質と
して知られています。中枢神経系
障害を起こすことがあり、また、
発がん性がある可能性がありま
す。  

水源の変更  

煮沸  

活性炭  

トリクロロ  

エチレン  

0 .01mg / l  

以下  

化学合成原料、溶剤、金属、の脱
資材、塗料、ドライクリーニング
などに使用され、地下水汚染物質
として知られています。嘔吐、腹
痛、中枢神経系障害を起こすこと
があり、また、発がん性がある可
能性があります。  

水源の変更  

煮沸  

活性炭  

鉄及び  

その化合物  

0 .3mg / l  

以下  

自然水中の鉄は岩石、土壌に由来
します。また、鉱山廃水、工場排
水から混入することがあります。
鉄管の老朽化により混入するこ
ともあります。高濃度に含まれる
と異臭味や洗濯ものへの着色の
原因となることから、水質基準値
が定められています。  

水源の変更  

マンガン接触  

塩素酸化  

マンガン  

及び  

その化合物  

0 .05mg / l  

以下  

主に地質に起因し、基準値を超え
たり、管の壁に付着し、剥離して
流出したりすると、黒い水の原因
となります。黒い水の発生を防止
する観点から水質基準値が定め
られています。  

水源の変更  

塩素酸化  

膜ろ過  

 


